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北海道の製材工場及びチップ工場における
廃材の産出・利用調査

　はじめに

　木材の加工過程においては樹皮やのこ屑や端材など

の廃材が多量に産出されているが，その一部は利用さ

れないままに焼棄却されており，利用の実態はいまだ

低位粗放といわざるをえない。したがって，これらの

廃材の利用開発を図ることは，廃材を出す企業にとっ

て，その処理に経費をかけていたマイナス支出から，

有用資源として価値をもつプラス収入への逆転化につ

ながる。加うるに，森林資源の有効利用の面からも，

焼却による大気汚染や廃棄（山間地帯，河川地域，埋

立地などへ）による火災の発生や水質汚濁などの公害

防止の面からも、重要かつ緊急の課題である。

　たしかに，ここ数年来，キノコ栽培地帯では広葉樹

のこ屑の不足，また酪農畑作園芸地域では畜舎敷料・

堆肥用ののこ屑，チップ屑，樹皮などの不足が顕在化

し，これらの供給確保の組織体制づくりを進めるため

の対策協議会が発足するなど，今や廃材はその利用拡

大から原料供給に量的限界をきたし，木材そのものを

粉砕利用する機運がもり上ってきている。

　加えて，近年の化石燃料の節約，省エネルギーの基

調の中にあって，これら廃材の利用が改めて見直され

つつあることも事実である。

　大勢として，パルプ・合単板工業等では廃材が大量

にまとまって産出するので，これらは自社工場処理・

再生利用が浸透しており，比較的フリーな形で供給さ

れる廃材は製材工場・チップ工場その他木工場関係の

ものに限られている。これらは，いづれも零細中小企

業が大宗を占めていること，しかもそれらの立地は分

散的であるため，廃材利用の集約化もしくは合理化へ

の道はそうとうけわしいと見なければならない。

　このような情勢にかんがみ，これらの廃材の産出・

処理・利用の実態をは握し，今後の廃材利用対策の方
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向を明らかにしようとするための一助としての統計調

査を行った。

  1． 調査の概要

  1．1　調査の実施

　林野庁が設定した大型プロジェクト研究課題「林地

残材及び木材工業における残廃材の排出処理に関する

調査（10道県参加，54年度：製材・チップ業部門，55

年度：その他木材加工業及び林地残材部門）」とし

て，道立林産試験場が道林産課及び各支庁林産係の協

力を得て行ったものである。

  1．2　調査の対象（標本抽出調査）

　製材業及びチップ製造業を対象に，全道及び各支庁

の実態がつかめるように，支庁単位に約1／3の工場を

標本抽出した。年間をとおして平均的な活動を示す期

間として54年9月1日～10月31日（2ヵ月間）の工場

廃材の産出・利用実績を所定の調査表にもとづいて，

現地聞き込み調杏した。

  1．3　調査のとりまとめ（推計方法）

　上記の標本調査の集計値をもとに，既往の廃材の集

計データ1),2),3）や工場の原料消費量や地域条件などを

加味して，昭和54年度（1ヵ年間）の全道・製材業及

びチップ製造業の廃材の産出・利用量を算定し，支庁

別にとりまとめた。

　調査対象業種はつぎのとおりである。

  1）製材業：一般製材業　831工場

　2）チップ製造業：総数950工場のうち，製材業が兼

　　 ねる733工場とチップ専業104工場。したがって，

　 　製材業以外の兼ねる113工場は含まれない。

　3）床板製造業：総数30工場のうち，製材業が兼ねる

  　 11工場のみ。

　パルプ工業（9工場），合単板工場（81工場），パ
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ーティクルボード工業（1工場），集成材工業（19工

場）などは，自工場から産する木質廃材のみならず，

外部からも廃材を迎え入れて使用する廃材の再生・利

用工業的性格が強く，副生する二次廃材も特殊で調査

からは除かれている。また経木・バット・家具・建具

・床柱・木工芸品製造業などについては，廃材の種

類，産出量も多種多様でまとまった数量としてのは握

が難しく，これも調査対象から除かれている。

　1．4　廃材の種類及び単位など

　廃材の形や大きさ，利用途などを考慮して，つぎの

4つに区分した。

　1)端材：製材工場やチップ専業工場から出てくる短

　　尺丸太（俗称ドンコロ），横切端材，鼻切れ材，

　　形削りトリミング材などのやや大きめの塊・片状

　　廃材をさす。ただし，チップ・割りばし・経木・

　　乾燥椪積用桟木などに二次加工されるものは含ま

　　れない。

　2)樹皮：樹皮を出さない製材工場及びチップ専業工

　　場（皮なしのラワン丸太を専門に挽く工場や皮つ

　　き丸太のまま製材しチップ生産する工場）－製材

　　工場では約2.5％，チップ製造業では約3.5％の工

　　場－がある。

　3)のこ屑：製材工場とチップ専業工場の両方からの

　　ものを含む。

　4)プレナ屑・チップ屑：のこ屑よりやや大きめのチ

　　ップ屑とプレナ屑（のこ加工機械によるのこ屑や

　　サンダー屑も若干含む）の両者を込み扱い。

　数量の単位は，すべて実積（実材積）m3とした。

したがって，層積（カサ容積）や乾物重量に換算する

には，経験的数値1）として，各種廃材の実積m3にお

おむねつぎの係数を乗ずることによって求められる。

　廃材の膨容比3.0：実績1m3→層積3m3

　乾物竜量比0.45～0.5：実績1m3→乾物0.45～0.5

　トン

　2． 廃材の産出とその利用の現況

　2．1　全道の現況

　廃材の産出・利用量は第1表のとおりである。

　廃材産出量は，全通で1,338千m3（乾物重量60万～

67万トン）と推定される。その内訳は，樹皮703千m3

第1表　製材及びチップ工場の廃材の産出量とその利用　（昭和54年度全道年間数量）
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（52.6％）と一番多く，のこ屑528千m3（39.4％），

チップ屑・プレナ屑79千m3（5.9％），端材28千m3

（2.1％）の順となっている。なお，自社工場での利

用量（173千m3）を除いた，いわは外へ出る廃材は

廃棄量も含めて全道で1,165千m3とみられる（末尾

の付表参照）。

　利用の内訳は，燃料・オガライト関係43.2％がもっ

とも多く，家畜用敷料・堆肥用36.5％，ボード用原料

2.1％，キノコ培他用1.5％，炭化・魚くん製用など

合わせて0.2％となっている。また焼却もしくは棄却

されるものは，いまだ16.4％（約220千m3）に及んで

いる。

　廃材の種類とそ

の利用度（利用量

／産出量）の関係

をみると，のこ屑

の利用度（99.0％）

がもっとも高く，

その利用途は家畜

用敷料・堆肥用

（53.4％）,燃料

・オガタン関係

（36.8％），ボー

ド用原料(4.7％），

キノコ培地用(3.9

％），魚くん製用

（0.3％）などと

きわめて多種広範

である。端材の利

用度（95.4％) も

非常に高いが，こ

れはすべて燃料用

に限られ，そのう

ち44％は自工場の

ボイラーや暖房用

（付表参照）に使

われている。チッ

プ屑・プレナ屑の

利用度も比較的高いが，大半は燃料・オガタン関係

(54.2％）に向けられている。樹皮の利用度（71.5％）

がもっとも低く，いまだ廃棄量は200千m3（28.5％）

に及び，樹皮は全廃棄量のほとんど（91％）を占めて

いる。この工場から出る樹皮のほかに，外材を受け入

れている港湾で焼棄却されるもの（全道，9港湾約7

千トン）があるわけである。

　2．2　支庁別の現況

　支庁別に廃材の産出・利用量とその主な利用途を抜

き書きすると，第2表のとおりである。

　廃材の利用度の高い支庁は，燃料とボード原料とし

ての利用率の高い日高（89.7％）は例外で，このほか
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はおおよそ，農畑作物の作付面積が広く堆肥を多く必

要とするか否かによって決っており，十勝（97.8％），

網走（95.0％），上川（88.2％），空知（83.3％）の

順となっている。反対に，利用度の低い支庁は，宗谷

（35.5％），渡島（49.2％），根室（53.4％）などで

ある。

　いづれの支庁においても，利用の主流は燃料・オガ

ライトと敷料・堆肥の2本となっている。加うるに，

その地域の廃材に対する需要特性が加味された形で，

ボード原料やキノコ培地用などに枝流れしている。

　2．3　利用の状況3),4）

　参考までに利用の内容と状況について略述する。

　2.3．1　燃料・オガライト用

　燃料としては廃材の種類を問わず，ボイラー用と暖

房用に使われている。ボイラー燃料は木材乾燥工場，

合単板工場の熱源に供給されるものが多い。暖房用と

しては，自工場の採暖用，職員や工場近辺の家庭燃料

用として使われるほか，オガライトの製造原料として

使われている。ちなみに，オガライトの生産実績をみ

ると、52年度15,164トン（38工場）～54年度13,832

トン（36工場）と推移している。

　いぜんとして廃材利用の大宗を占めているのは，な

んといっても，燃料に使うのがもっとも手近で簡便な

有効処理方法であるからであろう。

　2.3．2　家畜用敷料・堆肥用

　家畜用敷料は，水田作業の合理化による稲わら不

足，採草コスト高などの原料不足から，“寝わら”の

代替として，樹皮やのこ屑，チップ屑・プレナ屑など

の木質系のものが使われ出し，全道的に広く普及しつ

つある。これは，取り扱いや処理が簡便なこと，使用し

た後に堆肥化にあてることができるなど，その有利性

が評価され今後の需要の伸びがもっとも期待される。

牛一頭につき，その必要量は月間約1トンといわれ，

道東の畜産地帯では原料不足の様相がみられる。

　堆肥用は，近年農地の地力減退が問題視され，有機

質肥料による“土づくり運動”が展開されているが，

これに呼応する形で着実に需要が伸びている。通常，

木質廃材堆肥は，積み込み・切り返し・発酵させてか

ら使用されるが，土壌の物理性の改善と肥料効果の両

面に持続的に寄与するものとしての評価が定着し，期

待されている。

　工場から出る廃材原料（108千m3）の行き先として

は，一般の畑作・園芸農家の自給生産用，企業生産用

（14社，バーク堆肥年間4万トン），また農協などを

含む集団生産（約30団体，同じく年間10万トン）など

があげられる。バーク堆肥とか木質土壌改良材（木質

土改材）と称して，商品化－企業生産における販売価

格トン当り6,000円～16,500円－されているが，その

品質・肥効に相当の差があるといわれている。

　このほか，上記の家畜用敷料が使用後にほぼ全量堆

肥にむけられており，バーク堆肥は道内で年間40万～

45万トン農地に投入されていると見込まれている。北

海道における農地は約110万haで，これに全量堆肥を

供給しようとすれは約1千万トン必要、さらに高級野

菜の生産や転作地帯又は育苗用，緑化用などの需要開

発を見込むと3千万トン必要ともいわれており，価格

や輸送コストを度外視すれは，潜在需要は非常に大き

く，受け皿は十分すぎるほど残されたままになってい

るといえよう。

　なお，最近の傾向として，農協などの集団生産によ

るバーク堆肥生産の伸びが著しいが，その活動の前提

として，地域の木材工業廃棄物と食用動物体の残渣・

し尿処理との細み合わせ，養豚敷料の堆肥化など“地

域ぐるみ”の総合的な廃棄物処理，有効利用としての

展開がみられるようになってきている。

　2.3．3　ボード用原料

　パーティクルボード（胆振支庁管内，イワクラ・ホ

モゲン）の製造工場では，地域の製材・チップ工場か

ら，のこ屑やチップ屑・プレナ屑を有償で買い取り製

造原料の不足分を補っている。

　木片セメント板（空知支庁管内，ドリゾール）の製

造も，上記と同様，主に針葉樹プレナ屑を全面的に買

い取って使用している。

　2.3．4　キノコ培地用

　ほだ木を必要としないナメコ，エノキダケ，タモギ

ダケなどの栽培に使われる広葉樹のこ屑の需要が急速
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に増えてきている。とくに，上川・空知ではのこ

屑の不足・価格の上昇が顕著で，針葉樹のこ屑の

試験的使用さえみられる。また本州方面からのの

こ屑（広葉樹）の引き合いが活発化し，全国的に

不足の様相を呈している。

　2.3．5　炭化物，魚くん製，家畜用飼料など

　樹皮を炭化して農地に散布する例（留萌支庁管

内，1業者，1ｌ容量30円程度）がある。炭化は，

農薬の薬害防止・土壌改良効果のほかに，微量無

機成分の供給源とも考えられている。

　魚くん製用燃料として，広葉樹ナラののこ屑が使用

（留萌・石狩支庁管内）されている。

　このほかに肉牛・乳牛の飼料として，広葉樹のこ屑

を原料に，ビールホップ・大豆粕・発酵菌・乳酸菌な

どを添加し，発酵粗飼料を生産（十勝支庁管内，1業

者，商品名チヤトルアップ，年間600トン程度，kg当

り20円）し，道内外に出している。乳脂率がアップ

し，軟便がなくなり排ふん処理が容易となるなど利点

がみられるといわれているが，口下のところ原料不足

などから受注生産に傾むいている。

　3． 廃材利用の価値評価

　3．1　廃材の引取り販売価格

　廃材の処分の仕方には，焼棄却・自社工場使用・自

社職員への無院又は有償配給・他業者が無償又は有償

引き取り・出荷（運搬）販売など様々な形態がある。

ここでは，“有償”で工場から出るものに限って（全

道年間584.6千m3，廃材産出量の43.7％），その工場

渡し価格を調べ，第3表にまとめた。

　廃材の価格は，地域による格差はもとより，工場に

よっても，また同一工場，同一廃材でも取引き相手に

よってある時は無償で，ある時は有償，引き取り量や

季節（時期）によっても，また月・年決めなど，その

時々によって容易に変わってくるのが一般的である。

　おおまかにみて，キノコ培地用のこ屑（広葉樹）が

高価で実積m3当り450～1,270円（カサ容積m3当り

150～425円），のこ屑類は同じくm3当り300～600円

（カサ容積m3当り100～200円），樹皮は安価で同じ

くm3当り200～500円（カサ容積70～170円）の範囲

で工場渡しされる場合が多い。実際に使用する側から

みれば，このほかに積み込み・運搬・取り扱いなどに

要する経費や手間が相当加算されることになる。

　大勢として，価格は最近の廃材の有用資源としての

見直し，樹皮・末木枝条などの粉砕加工化の機運の盛

り上がり，また地域的に需要増による原料不足などを

反映して，上昇傾向がつづいているといえよう。

　3．2　支庁別にみた廃材の利用価値

　工場廃材の販売（販売量584.6千m3）によって得ら

れた収入額（全道合計額）は，2億8千百万円，m3

当り平均価格は480円と算定された。

　販売額を製材工場と専業チップ工場を合わせた935

工場で単純に平均すると，一工場当り約30万円の収入

と計算される。

　支庁別の内訳は，第4表に示すとおりである。

　渡島・檜山支庁管内の廃材の平均販売価格が全道平

均の2倍強1,000円／m3を超えているが，これはキノ

コ培地用のこ屑の引き合いが活発で，かなり高価に売

れることによる。

　販売されるものの外に，工場から無償で引き取られ

ている分（全道360.7千m3）も加味した，平均引取り

価値でみると，全道平均約300円／m3となっている。

　さらに，実際に販売によって得られた収入額を，廃

材産出量から自社利用分を除いた販売が可能とみられ

る量（全道1,165.3千m3）で除した，平均的な廃材の

産出価値を求めてみると，全道平均約240円／m3とな

る。つまり，自社利用の価値を除外して考えた，現時

点での工場廃材の総平均価値（収入額）は実積m3当

り240円と評価される。
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第4表　支 庁 別 に み た 廃 材 利 用 の 経 済 的 評 価

　この総合的にみた廃材の価値の高い支庁は檜山・十

勝・渡島・網走などで，これは実際の販売価格が高い

地方とほぼ一致している。このように総合的にみれ

は，留萌・宗谷における廃材の評価の低いのが目立つ

が，地域の特性として木質廃材に対する需要の少ない

ことを物語っている。

　生産工場の側からみて，廃材の有効利用・その収入

増を図るという視点からみれば，この産出価値の多寡

がポイントとなろう。この価値を高めるためには，い

うまでもなく，いま実際に引取られている廃材の価格

を売手市場的につりあげる，もしくは流れるままにつ

りあがっていくにまかせるのではなく，利用に便利な

形に産出・加工処理し，廃棄量を極力ゼロとし，需要

層への供給パイプを固く整え，息長く相手をつかまえ

ておくこと，など今後の流動的な対応が問題となろう。

　おわりに

　かって，10年程前までは“やっかいもの”として
・

タ
・

ダ同然であった工場廃材が，ようやく商品として“値

段”が付けられるような時勢となってきた。

　とはいえ，それはきわめてめぐまれた条件下にある

地域的なものであって，おしなべて全工場・全部の廃

材が有効に使われているのではない。いまだ，未利用
の廃材やきわめて低位な利用に供されているものが残
されている。
　また，原料不足・価格の上昇がつづけば（例えば広
葉樹のキノコ培地用のこ屑など），当然これに代るも
の，これを必要としない新しい方法なり技術の開発も
対抗馬として登場してくること，そして，それに簡単
にとって替わられる可能性のあることなど，楽観視で
きない要素が含まれているわけである。
　ともあれ，関係産業界・関係者の間で木質廃材の有
効利用が真面目に考えられるようになってきたことは
事実である。このことは，木材工業界にとって将来に
明るい期待をいだかせるものであり，自らもその利用
開発に，より意欲的な姿勢を打ち出してもらいたいと
思われます。

　文　献
  1）科学技術庁資源調査会編：木材工業の廃材とその利用（昭

　　 和46年2月20日発行）

　2）高橋弘行：林産試月報，263，14（1973），264，14

　　（1974），265，12（1974）

　3）山崎徹夫：木材工業，1979年4月，25～29P

　4）北海道木質土壌改良材協会：木質土壌改良材実態調査報告

　　 書（昭和55年3月）

　　　　　　　　　　　　　　－指導部　調査科－
　　　　　　　　　　　 　－＊道林産課　企画係－
　　　　　　　　　　　（原稿受理　昭55．8．16）

〔林産試月報  1980年9月〕



北海道の製材工場及びチップ工場における廃材の産出・利用調査

〔林産試月報　1980年9月〕



北海道の製材工場及びチップ工場における廃材の産出・利用調査

〔林産試月報　1980年9月〕



北海道の製材工場及びチップ工場における廃材の産出・利用調査

〔林産試月報　1980年9月〕



北海道の製材工場及びチップ工場における廃材の産出・利用調査

〔林産試月報  1980年9月〕



北海道の製材工場及びチップ工場における廃材の産出・利用調査

〔林産試月報  1980年9月〕


